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令和元年９月２５日 
原子力安全対策課 
( ３ １ － １ ７ ) 
＜16 時 30 分資料配付＞ 

 

 

 

高浜発電所の原子炉設置変更許可について 

（１、２号機の常設直流電源設備の設置等） 

 

 

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

 

 

記 

 

 

関西電力株式会社は、新規制基準への対応等のため、平成 30 年２月５日、原子

力規制委員会に対し、高浜発電所の原子炉設置変更許可申請※１を行った。 

その後、令和元年６月 14 日、当該申請書の補正を行い、１、２号機の常設直流電

源設備の設置※２、３、４号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送

水車の導入等）について、新たな原子炉設置変更許可申請として原子力規制委員会

に申請書を提出した。 

この申請に対し、本日、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けた。 

 

 

※１ 原子炉設置変更許可申請の内容 

①１、２号機の常設直流電源設備の設置 

②３、４号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等） 

③１、２号機の使用済燃料ピット保管時の燃料の管理方法の変更(未臨界性評価の変更) 

④１～４号機の地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の評価 
（令和元年６月 14 日、①～③を申請内容から削除し、同日、新たな申請として原子力規制委員会に提出） 

 
※２ 常設直流電源設備 

新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気を供給するため、既設

の蓄電池（１系統目）容量の増強や可搬式の直流電源設備（２系統目）の配備を行っ

ている。これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備（３系統目）の設

置が求められており、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則」（平成 28 年１月 12 日改正）に基づき、本体施設の工事計画認可

後５年という経過措置期間（法定猶予期間）内に設置が求められている。 
 

 

 

問い合わせ先（担当:有房） 

内線 2352・直通 0776(20)0314 
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原子炉設置変更許可申請等に係る経緯 

 

○１、２号機の常設直流電源設備の設置等 

平成 30 年２月５日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書を原子力規

制委員会に提出 
<申請内容> 
①１、２号機の常設直流電源設備の設置 
②３、４号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等） 
③１、２号機の使用済燃料ピット保管時の燃料の管理方法の変更（未臨界性評価の変更） 
④１～４号機の地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の評価 

平成 30 年７月 27 日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書の補正書を

原子力規制委員会に提出（１回目） 

平成 31 年４月 17 日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書の補正書を

原子力規制委員会に提出（２回目） 

令和元年６月 14 日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書の補正書を

原子力規制委員会に提出（３回目） 
・申請内容から①～③を削除 

※①～③については、同日、新たな申請として規制委員会に提出 

 

令和元年６月 14 日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書を原子力規

制委員会に提出 
<申請内容> 
・１、２号機の常設直流電源設備の設置 
・３、４号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等） 

令和元年８月２日 関西電力は、原子炉設置変更許可申請書の補正書を

原子力規制委員会に提出（１回目） 

令和元年８月 21 日 原子力規制委員会は、当該設置変更許可申請に対す

る審査の結果を審査書(案)として取りまとめ、原子

力委員会、経済産業大臣への意見聴取の実施を決定 

令和元年９月 25 日 原子力規制委員会は、原子力委員会および経済産業

大臣への意見聴取の結果を踏まえ、関西電力に対

し、原子炉設置変更を許可 
 

（参考） 



添付資料

高浜発電所１、２号機の常設直流電源設備設置

（申請の概要）
重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行う、特に高い信頼性を有する常設直流電源設

備（３系統目）を設置する。

常設直流電源設備(３系統目)は、本体施設の工事計画認可（高浜発電所１号機、2号機：2016年6月10日）から
５年間の経過措置期間(法定猶予期間)までに設置することが求められている。

6.6kV ⾮常⽤⾼圧⺟線
⾮常⽤
発電機

440V ⾮常⽤低圧⺟線

① 安全系蓄電池
（1系統⽬）

整流器（交流を直流に変換）

② 可搬式直流電源設備
（2系統⽬）

安全系監視設備等
（１次冷却材圧⼒、加圧器⽔位等の監視計器等）

③ 常設直流電源設備
（3系統⽬）

外部電源

［ 鉛蓄電池 （容量︓2200A・h ×２組/号機）］

【今回申請】
（特定重⼤事故等対処施設建屋）

電源⾞（２台/号機＋予備２台※（共⽤））
可搬式整流器（交流を直流に変換）

（１台/号機＋予備１台 （共⽤））
※ ︓うち１台は電⼒⾃主配備

鉛蓄電池（容量︓3000A･h ×１組/号機）
（設置期限）
⾼浜発電所１号機︓2021年 6⽉9⽇
⾼浜発電所２号機︓同上

高浜発電所３、４号機の送水車の導入等
（申請の概要）

高浜３、４号機において、重大事故等の対応時に原子炉容器等への海水注水に必要な準備作業
の安全性および効率性の向上を図るため、消防ポンプによる注水から、大飯３、４号機等で導入して
いる送水車による注水に変更する。
その他、高浜１、２号機用の送水車の燃料（軽油）を重油に変更し、重大事故等対処設備の燃料を

重油で統一するなどの変更を行う。

消防ポンプのケース

消防ポンプ⽤ホース
１ユニット、最⼤６ラインの送⽔⽤ホースを敷設・72台の消防ポンプを設置

可搬式代替低圧注⽔ポンプ
仮設組⽴式

⽔槽

復⽔タンク

使⽤済燃料ピット

取
⽔
源 蒸気発⽣器へ

消防ポンプ

原⼦炉容器等へ

消防ポンプ設置・送⽔⽤ホース敷設のイメージ

Ｐ
（対応必要⼈数︓最⼤25名）

送⽔⾞のケース
１ユニット、１ラインの送⽔⽤ホースを敷設・１台のポンプ[送⽔⾞]を配備（最⼤6ライン→1ライン）

送⽔⽤ホース敷設・送⽔⾞配備のイメージ

（※ポンプ性能︓吐出圧⼒ 1.0MPa 容量︓210㎥/h）

送⽔⾞※
使⽤済燃料ピット

仮設組⽴式
⽔槽

復⽔タンク

可搬式代替低圧注⽔ポンプ

Ｐ
取
⽔
源

蒸気発⽣器へ

原⼦炉容器等へ （対応必要⼈数︓7名）

⾼浜３、４号機への送⽔⾞導⼊

可搬式
整流器

電源車

（原子炉補助建屋）

３


